
「重要事項説明書」

当施設は介護保険の指定を受けています。

(大分県1旨定 第4470200504号 )

当施設はご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供します。施設の概要や提供される

サービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

×当施設への入所は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対

象となります。要介護認定をまだ受けていない方でも入所は可能です。

社会福祉法人 友愛会

特別養護老人ホーム 静雲荘



1.施設経営法人

(1)法人名    社会福祉法人 友愛会
(2)法人所在地   大分県号」府市大字野田字サッショウ原1293番地のlG」府市湯山5組)
(3)電話番号    0977-67-231l  FAX 0977-67-2312
(4)代表者氏名  理事長  明 石  秀 伸
(5)言支壷ゴ手月     日召禾日50`再 4月 2日

2.ご利用施設

(1)施設の種類  指定介護老人福祉施設
平成 12年 4月 1日 指定 大分県4470200504号

(2)施設の目的  介護保険法令に従い、ご契約者 1/f」用者)が、その有する能力に応じ可能な
限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とし

て、ご契約者に、日常生活を営むために必要な居室及び共用施設等をご利

用いただき、介護福祉施設サービスを提供 します。

(3)施設の名称  特別養護老人ホーム 静雲荘
(4)施設の所在地 大分県別府市大字野田字サッショウ原1293番地の1(別府市湯山5組 )
(5)電話番号     0977-67-231l   FAX  0977-67-2312
(6)施設長氏名  施設長 荒 金  ― 」
(7)施設の運営方針

介護施設として、ご利用者様を幸せにしたいと考えることは当たり前です。

しかし、果たして本当に幸せを感じているのでしょうか。 施設職員だけの自
己満足になってないだろうか。

「幸せ」の価値観は、人それぞれ違います。 すべてを施設で補うことは不可
能です。 ただし、病院とは違う『生活の場』であることはまぎれもない事実
であります。

『生活の場』… その意味を私たちは、人として当たり前の日常生活を送れる
ことと考えます。 そこには、豪華な衣装・食べ物・パーティー (行事)は必
要ありません。 朝起きて「おはよう」 から 寝る前の「おやすみなさい」
その日常の繰 り返 しが当たり前のように施設でも可能にすることこそが大切と

考えます。

そこで、当り前の日常が幸せだと思えるように 私たちは、 4つの言葉を大切
にしていきます。

【愛情】～ いつも笑顔で対応いたします。
【誠実】～ いつもご利用者様への思いやりの気持ちを大切にします。
【倖せ】～ いつも温かい家庭のような雰囲気を大切にします。
【希望】～ 「静雲荘が大好きです l」 と誇りを持って言える仕事をします。

(8)開設年月   昭和 51年 1月 10日
(9)入所定員   52名



3.居室の概要

(1)居室等の概要

当施設では以下の居室 。設備をご用意しています。入居される居室は、原則として 4人部屋で

すが、個室などをご希望される場合は、その旨お申し出下さい。(但 し、ご契約者の心身の状況や

居室の空き状況によりご希望に沿えない場合もあります。)× 2

居室。設備の種類 室 数 備 考

4ノ人、音Б屋 13室 多床室

静養室 1室

合  計 34室

共同生活室 4室

機能訓練室 1室

[主な設置機器]

低周波治療器、高周波治療器、起立台

温熱治療器、平行棒等

浴室 2室 一般浴槽 (2)。 機械浴槽 (1)

医務室 1室

多目的ホール 1室

※上記は、厚生労働省が定める基準により、指定介護老人福祉施設に必置が義務づけられている

施設・設備です。

× 2上記のうち、1人部屋 20室につきましては、本契約の多床室とは別施設となります。変更の

際は、再度契約をする必要があります。

☆居室の変更 :ご契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により

施設でその可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況により居室を変更する場合があり

ます。その際には、ご契約者やご家族等と協議のうえ決定するものとします。

(2)利用に当たって別途利用料金をご負担いただく施設・設備

当施設では居室以外の利用料金はご負担いただきません。

4.職員の配置状況

当施設では、ご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供する職員として、以下の職種

の職員を配置しています。

<主な職員の配置状況>×職員の配置については、指定基準を遵守しています。

職 種 常勤換算 指定基準

1.施設長 (管理者) 1名 1名

2.介護職員 18名 18名

3.生活相談員 1名 1名

4.看護職員 3名 3名



5.機能訓練指導員 1名 1名

6.介護支援専門員 1名 1名

7.医師 非常勤 2名 必要数

8.栄養士 (※当施設は管理栄養士配置) 1名 1名

×常勤換算 :職員それぞれの週あた りの勤務延時間数の総数を当施設における常勤職員の所

定勤務時間数 (例 :週 40時間)で除 した数です。

(例)週 8時間勤務の介護職員が5名 いる場合、常動換算では、 1名 (8時間×5名 ■40時間=1名 )
となります。

<主な職種の勤務体制>

職  種 勤 務 体 制

1.医師

別 府 湾 腎 泌 尿 器 病 院

(内科 。泌尿科)

鶴見台病院 (精神科)

毎週月 。金曜 日 13:00～ 16100

14:00～ 15:00

月 2回     指定な し

2.介護職員 標準的な時間帯における人員配置

日中 : 8:00～ 18130

夜間 117:30～  9:00

3.看護職員 標準的な時間帯における人員配置

毎 日 : 8:00～ 17:00

4.機能訓練指導員 月～金曜 日

9:00～ 11:00

14:00～ 16:00

5.当施設が提供するサービスと利用料金

当施設では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。

当施設が提供するサービスについて、

(1)利用料金が介護保険から給付される場合

(2)利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合

があります。



(1)当施設が提供する基準介護サービス (契約書第 3条参照)

以下のサービスについては、居住費、食費を除き通常 9害」が介護保険から給付されます。

くサービスの概要>

①居室の提供

②食事
。当施設では、栄養士 (管理栄養士)の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状
況および嗜好を考慮した食事を提供します。

・ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原貝」としていま

す。 一人で食べられない方は、食事介助をさせていただきます。
・食事時間、場所、食事内容は、個々の状況及び希望に応じて対応いたします。

(食事時間)

朝食 :8:00～  昼食 :12:00～  夕食 :18:00～

③入浴

・入浴又は清拭を週 2回行います。

・寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。
・入浴方法は希望 (シャワー浴 時間等)に応じて対応いたします。

④排泄

・排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。

⑤機能訓練

・機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能

の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。
・機能訓練の一環として、国腔内ケアを毎日の日課として毎食後実施いたします。

⑥健康管理

・医師や看護職員が、健康管理を行います。

⑦その他自立への支援

・寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。

・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。
・清潔で'快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう援助します。

くサービス利用料金 (1日 あたり)>(契約書第 6条参照)
下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額

を除いた金額 (自 己負担額)と 居室と食事に係る標準自己負担額の合計金額をお支払い下さい。
(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)



多床室

介護度 区分 施設

サービス

居住費 食 費 1日 合計

(1割 負担 )

1日 合計

(2害」負担)

1日 合計

(3割負担)

雲鎮 .三 崇:菫義| 一撃 1111町|| |1醸| 88年

13鰊
=

■1義:

|1菫 1915

:萎

=1棄
|

雛華

||1轟

要介護 3 第111段階 732 ０

一
300 101312 1764 2496

第2段階 73121 43.0 319‐0 1552 2284 30116

第,段‐階① 7321 430 6150 1812 2544 321716.

第13‐ 1段階② 71312 430 1‐3610 2522 3254 39‐86

第14段 1階 732 ‐915 1445 3092 382‐ 4 45156

要1介護4 第‐■段階 ‐810‐2 0 3001 1102 1904 2706

第12段階 802 4310 390 1622 2424 32126

第31段階① ，
一

〇
〇 430 650 1882 2684 34186

第31段階②
つ
４
（
）
８ ２

０
′
■ 13610 2592 3394 4196

第4段階 871 1445 3162 3964 47.66

要介‐護 5 第■段階 871 0 300 1171 2042 2913

第‐2‐段階 871 4310 390 1691 2‐562 3433

第13段階① 871 4310 650 1951 28221 3‐6‐913

第‐3‐段階②
Ｏ
Ｏ 430 1360 2661 3532 4140‐3

第 4段1階 871 1445 3231 41102 4973

☆その他介護保険において当施設でご契約者様に頂いている加算は以下の通 りです。
日常生活継続支援加算 1(1害」…36円、2割…72円、3害1 108円 ′日)
精神科医療指導加算(1害1 5円、2害1 10円、3割  15円 /日 )
福祉施設初期加算(1害1 30円、2害1 60円、3害」…90円 /日 入所から30日 間限定)
処遇改善加算(I)基本サービス+各種加算に 14%の加算

☆ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただ

きます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます (償還払い)。 償

還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明

書Jを交付します。

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更 します。



(2)(1)以外のサービス (契約書第 4条、第 6条参照)
以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。

<サービスの概要と利用料金>

①特別な食事

ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供します。

利用料金 :要 した費用の実費

②理髪・美容

[理髪サービス]

月に 1回、理容師の出張による理髪サービス (調髪、顔弟」、洗髪)を ご利用いただけます。
利用料金 :1回あたり 女性 1500円  男性 1700円

[美容サービス]

美容師の出張による美容サービス (調髪、パーマ、洗髪)を ご利用いただけます。
利用料金 :       実 費

③貴重品の管理

ご契約者の希望により、貴重品管理サービスをご利用いただけます。詳細は、以下の通りです。

○管理する金銭の形態 :施設の指定する金融機関に預け入れている預金

○お預かりするもの :上記預貯金通帳と金融機関へ届け出た印鑑、有価証券、年金証書

○保管管理者 :施設長

○出納方法 : 手続きの概要は以下の通りです。
・預金の預け入れ及び引き出しが必要な場合、備え付けの届出書を保管管理者へ提出してい

ただきます。

・保管管理者は上記届け出の内容に従い、預金の預け入れ及び引き出しを行います。
・保管管理者は出入金の都度、出入金記録を作成し、その写しをご契約者へ交付します。

利用料金 :1か月当たり 0円

④レクリエーション、クラブ活動

ご契約者の希望によリレクリエーションやクラブ活動に参加 していただくことができます。

⑤複写物の交付

ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする

場合には実費をご負担いただきます。

1枚につき   10円

⑥日常生活上必要となる諸費用実費

日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただくことが

適当であるものにかかる費用を負担いただきます。

実 費
×おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。

(3)利用料金のお支払い方法 (契約書第 6条参照)

前記 (1)、 (2)の料金 。費用は、 1か 月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月 20日 ま
でに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。(1か月に満たない期間のサービスに関する利用

料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。)



ア.銀行自動口座引落

イ.下記指定回座への振り込み

大分銀行  鉄輪支店 普通預金 0090260
回座名義人 特別養護老人ホーム 静雲荘   理事長 明 石 秀 信

(4)入所中の医療の提供について

医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において診療や入院治

療を受けることができます。(但 し、下記医療機関での優先的な診療 。入院治療を保証するもの

ではありません。また、下記医療機関での診療 ,入院治療を義務づけるものでもありません。)

協力医療機関

医療機関の名称 別府玄々堂 別府湾腎泌尿器病院

所在地 別府市北石垣深町851番地 0977-66-4111

診療科 内科 。泌尿器科

協力医療機関

医療機関の名称 鶴見台病院

所在地 別府市大字鶴見 40‐ 75番地の4 0977-22-0366

診療科 精神科・神経科

※入院中は、入院先の病衣 。オムツの使用をお願いしております。

6.施設を退所していただく場合 (契約の終了について)

当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。従って、以下のような事由

がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当する

に至った場合には、当施設との契約は終了し、ご契約者に退所していただくことになります。(契

約書第 14条参照)

① 要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合

(但 し、ご契約者が平成12年 3月 31日 以前からホームに入所している場合、本号は、
平成22年 3月 31日 までは適用されません。)

② 事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由によリホームを閉鎖した

場合

③ 施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった

場合

④ 当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合

⑤ ご契約者から退所の申し出があった場合 (詳細は以下をご参照下さい。)



⑥ 事業者から退所の申し出を行った場合 (詳細は以下をご参照下さい。)

(1)ご契約者からの退所の申し出 (中途解約 。契約解除)(契約書第 15条、第 16条参照)

契約の有効期間であっても、ご契約者から当施設からの退所を申し出ることができます。

その場合には、退所を希望する日の 7日 前までに解約届出書をご提出ください。

ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退所することができます。

① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合

② ご契約者が入院された場合

③ 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉

施設サービスを実施しない場合

④ 事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合

⑤ 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財

物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい

重大な事情が認められる場合

⑥ 他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷

つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合

(2)事業者からの申し出により退所していただく場合 (契約解除)(契約書第 17条参照)

以下の事項に該当する場合には、当施設からの退所していただくことがあります。

*契約者が病院等に入院された場合の対応について (契約書第 18条参照)

当施設に入所中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、以下の通 りです。

① ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、

故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続 しがた

い重大な事情を生 じさせた場合

② ご契約者による、サービス利用料金の支払いが 3か 月以上遅延 し、相当期間

を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合

③ ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは

他の利用者等の生命 。身体・財物・信用等を傷つけ、又は著 しい不信行為

を行うことなどによって、本契約を継続 しがたい重大な事情を生 じさせた

場合

ご契約者が連続 して 3か 月を超えて病院又は診療所 に入院すると見込 まれ

る場合もしくは入院 した場合

⑤ ご契約者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設

に入院した場合



①検査入院等、短期入院の場合

lヵ 月につき6日以内 (連続 して 7泊、複数の月にまたがる場合は 12泊 )の

短期入院の場合は、退院後再び施設に入所することができます。但 し、入院期

間中であっても、所定の利用料金をご負担いただきます。

②上記期間を超える入院の場合

上記短期入院の期間を超える入院については、 3ヶ 月以内に退院された場合に

は、退院後再び施設に入所することができます。但 し、入院時に予定された退院

日よりも早く退院した場合等、退院時にホームの受入準備が整っていない時には

併設されている短期入所生活介護の居室等をご利用いただく場合があります。

③ 3ヶ 月以内の退院が見込まれない場合

3ヶ 月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合があります。

この場合には、当施設に再び優先的に入所することはできません。

<入院期間中の利用料金 >

上記、入院期間中の利用料金については、介護保険から給付される費用の一部をご負担

いただくものです。

なお、ご契約者が利用 していたベッドを短期入所生活介護に活用することに同意いただ

く場合には、所定の利用料金をご負担いただく必要はありません。

(3)円 滑な退所のための援助 (契約書第 18条参照)

ご契約者が当施設を退所する場合には、ご契約者の希望により、事業者はご契約者の心身

の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助をご契約者に

対して速やかに行います。
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○適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介

○居宅介護支援事業者の紹介

○その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介

7.残置物引取人 (契約書第 21条参照)

契約締結にあたり、身元引受人をお願いすることはありません。

ただし、入所契約が終了した後、当施設に残されたご契約者の所持品(残置物)を ご契約者自身が

引き取れない場合に備えて、「残置物引取人」を定めていただきます。

当施設は、「残置物引取人」に連絡のうえ、残置物を引き取っていただきます。

また、引渡しにかかる費用については、ご契約者又は残置物引取人にご負担いただきます。

×静雲荘にて残置物の処分を希望する場合は、処分費用が発生いたします。

8.苦情の受付について (契約書第 23条参照)

(1)当 施設における苦情の受付

当施設における苦情やご相談は以下の専用窓回で受け付けます。

○苦情受付窓口 (担当者) 荒 金  一 生
[職名]  特別養護老人ホーム 静雲荘 施設長
○受付時間   毎週月曜日～金曜日

8:00～ 17:00
また、苦情受付ボックスを事務所前ロビーに設置しています。

(2)行政機関その他苦情受付機関

別府市役所高齢者福祉課

所在地  大分県別府市上野口町 1-15

電話番号  0977-21-1463

受付時間 9:00～ 17:00

大分県

国民健康保険団体連合会

所在地  大分県大分市大手町 2-3-12

電言舌番号  097-534-8470
受付時間 9:00～ 17:00

大分県社会福祉協議会

所在地  大分県大分市大津町 2-1-14

電言舌番号  097-558-0300
受付時間 9:00～ 17:00

(3)第三者機関による苦情や相談の受付
実施する福祉サービスの利用権を守り、自由 。人権・プライバシーが確保され、福祉サー

受給過程における様々な苦情の救済及び暮らしの相談などを取 り扱います。

① 第二者       2名 以上
② 事業者       2名 以上
③ 利用者・家族代表  1名以上 委員は、5名以上とし構成します。

[担当者]草牧 徳明  池上 恵子  久保 信子
第二者委員会  |[電 話番号]67-2311

[受付時間]8:00～ 17:00

ビ ス



令  和    年    月    日

指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。

指定介護老人福祉施設 静雲荘

説明者‐職名 施設長 氏 名   荒 金  一 生 Fロ

私は、本書面に基づいて事業者から薫要事項の説明を受
‐
け、指定介護福祉施設サービスの1提供

開始に同意しましたも

利用者                 氏 名

×署名代行者

住 所

氏 名

契約者との続柄  (

×残置物引取人

住 所

氏 名

契約者との続柄 (            )
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